
 

令和６年度むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金交付要綱 

                                    

 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

むつ市告示第８６号 

 

 （趣旨） 

第１条 市は、スポーツを振興することにより、市民並びに競技者の心身の健全

育成及び地域経済の発展を図るため、各種大会の開催等の事業を行うスポーツ

関係団体に対し、予算の範囲内において、むつ市スポーツ振興事業運営費等補

助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、

むつ市補助金等に関する規則（昭和６１年むつ市規則第１６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助区分、補助事業等） 

第２条 補助区分、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」とい

う。）、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及

び補助金の額は、別表のとおりとする。 

 （申請書等） 

第３条 補助金の申請は、むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金交付申請書

（様式第１号）によるものとする。 

２ 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

 (1) 事業計画書（様式第２号） 

 (2) 収支予算書（様式第３号） 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （補助金の交付の決定等） 

第４条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに書類の審査等を行い、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 前項の補助金の交付の決定の通知は、むつ市スポーツ振興事業運営費等補助

金交付決定通知書（様式第４号）によるものとする。 

 （補助金の交付の条件） 

第５条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則

第５条の規定により付された条件となるものとする。 



 (1) 補助事業について、次に掲げる重要な変更をする場合には、むつ市スポー

ツ振興事業変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受け

ること。 

  ア 事業実施主体又は事業内容の変更 

  イ 事業費の２０パーセントを超える増減 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、むつ市スポーツ振興事業中止

（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、その承認を受けること。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合には、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を市長に

提出し、その指示を受けること。 

 (4) 補助事業により派遣した講習会、大会を欠席した場合には、欠席者を対象

として交付した補助金の全額を返還すること。ただし、市長が特別な事情が

あると認める場合は、この限りでない。 

 (5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明

らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌

年度から５年間保管しておくこと。 

 （申請の取下げの期日） 

第６条 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、

補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。 

 （補助金の交付の方法） 

第７条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、市長が必要があると認

めるときは、概算払により交付することができる。 

 （補助金の請求） 

第８条 補助金の請求は、むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金（概算払）請

求書（様式第７号）を市長に提出して行うものとする。 

 （実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃

止の承認を受けた場合は、その日）から起算して６０日を経過した日又は令和

７年５月３０日のいずれか早い期日までに、むつ市スポーツ振興事業完了（廃

止）実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

 (1) 事業実績書（様式第９号） 

 (2) 収支決算書（様式第１０号） 



 (3) 大会結果等 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 規則第１３条の規定による補助金の額の確定は、むつ市スポーツ振興

事業運営費等補助金確定通知書（様式第１１号）によるものとする。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  



別表（第２条関係） 

補助区分 補助事業 補助対象経費 補助金の額 

スポーツ関係団体
事業運営費補助 
 
 
 

むつ市スポーツ協
会又はむつ市が主
体となって組織す
る各種大会実行委
員会が行うスポー
ツ事業 
 

１ 報酬 
２ 給料 
３ 職員手当、法定福

利費等 
４ 報償費 
５ 旅費（交通費、宿

泊費） 
６  需用費（消耗品

費、印刷製本費、

食糧費、燃料費） 
７ 委託料 
８ 役務費（保険料、

郵便宅配料、洗濯
料、手数料、通信
料） 

９ 使用料及び賃借料 
10 負担金補助及び交

付金 
 
（ただし、２、３、７

はむつ市スポーツ協会
運営事業に限る。） 

補助対象経費の
全額 
 
 
 
 

スポーツ事業開催
費補助 

 
 
 
 
 

むつ市を会場とし
て開催するスポー

ツ事業（むつ市ス
ポーツ協会加盟団
体又は高等学校体
育連盟が主催（主
管）する大会で、
全国、東北又は青
森県大会相当の大
会に限る。） 
 

補助対象経費の
全額（ただし、

青森県大会は２
万円、東北大会
及び全国大会は
１５万円を上限
とする。） 
 
 

少年スポーツ育成
事業費補助 

 
 
 

各スポーツ界のト
ップアスリート等

を招き、小・中学
生を対象に開催す
るスポーツ教室事
業 
 

補助対象経費の
２分の１以内の

額 
 
 

全国ボート場所在
市町村交流レガッ
タ参加事業費補助 
 
 
 

 
 
 

全国ボート場所在
市町村協議会が行
う全国ボート場所
在市町村交流レガ
ッタにかかる参加
費用 

 
 
 

１ 交際費（レセプ
ション費用） 

２  役 務 費 （ 洗 濯
料） 

（レセプションに出
席 し た 場 合 に 限

る。ただし、市長
が特別な事情があ
る と 認 め る 場 合
は、この限りでな
い。） 

補助対象経費の
全額 
 
 
 
 

 
 
 

 


